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特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱い等について 

～ワクチン廃棄などの詳細は地元行政からの通知もご参照ください～ 
 

 平素は、本会事業の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 厚生労働省の標記事務連絡に関し、このたび日本医師会より通知がありましたので情報提

供いたします。 

 本事務連絡は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について、特例臨時接種として

は本年３月31日をもって終了し、本年４月１日以降は定期接種とする予定となっていること

に伴い、特例臨時接種に係るワクチン並びに接種に使用するシリンジ、注射針及び生理食塩

水（シリンジ等）の取扱い等を連絡するものです（概要は下記のとおりです）。 

 貴会におかれましてはご了知の上、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

 

記 

 
○接種施設は、原則として、本年３月31日までの間は引き続き新型コロナワクチンを保管した後、

本年４月１日以降は使用せず、有効期限の到来前であっても、都道府県及び市区町村において適

切に廃棄すること。 

➢ 都道府県及び市区町村において、新型コロナワクチンの特例臨時接種が適切に実施されること

を前提として、本年３月31日までの間であっても、使用が見込まれないワクチンを廃棄すること

は妨げないこと。 

➢ 接種実施医療機関等においてワクチンを廃棄することは差し支えないが、保管しているワクチ

ンの廃棄量（本年３月31 日までに廃棄するもの）及び廃棄見込み量（本年４月１日以降に廃棄す

るもの）を市区町村から送付される調査票に記入し、提出すること。 

➢ 廃棄するまでの間、ファイザー及びモデルナ社製のオミクロンXBB.1.5 対応１価ワクチンは、

保管可能な期間等に留意の上、接種への使用が可能な状態であれば、都道府県及び市区町村の責

任のもと、冷凍保存から２～８℃の温度帯での保存へ移行することは差し支えないこと。 

○国から譲渡された接種に使用するシリンジ等は、新型コロナワクチンの特例臨時接種が適切に実

施されることを前提として、都道府県及び市区町村の条例等に基づき、本年３月31日までの間で

あっても譲渡、売却、廃棄等の処分を実施しても差し支えなく、医療機関への譲渡等、可能な限

り有効活用をすること。 

○特例臨時接種におけるワクチン及び国から譲渡された接種に使用するシリンジ等の廃棄に係る費

用は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の「コロナワクチン接種に特異に必要とな

る経費に該当する経費」の対象となること。 

○本年４月１日以降について、医療機関等が新型コロナワクチン接種を実施する場合は、インフル

エンザワクチン等と同様に、卸売業者等から購入したワクチンを使用し、特例臨時接種実施のた

め国から供給されたワクチンは、例外なく接種に使用せず、必ず廃棄すること。 

○本年４月１日以降の新型コロナワクチン接種に使用するシリンジ等・冷凍庫・保冷バッグは、医

療機関等において調達すること。 
   【参考・日本医師会通知掲載ホームページ／メンバーズルーム】 

    https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009135.html 

   ※メンバーズルームへのログインには会員ID、パスワードが必要 

   ＩＤ等の問合せは、日本医師会（代表・03-3946-2121）まで  
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